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国
労
東
日
本
本
部
は
、
８
月
24
〜
25
日
に
第
32
回
定
期
大
会
を
開
催
し
、
代
議
員
の
真
摯
な
討
論
に
よ
り
、「
戦
争
の
で
き
る

国
づ
く
り
」
に
向
け
て
ひ
た
走
る
安
倍
暴
走
政
治
ス
ト
ッ
プ
に
向
け
た
政
治
闘
争
の
強
化
、「
安
全
・
安
定
」
輸
送
の
確
立
、
安

心
し
て
働
き
続
け
ら
れ
る
労
働
条
件
の
確
立
、
２
０
１
９
春
闘
勝
利
に
向
け
た
闘
い
等
、
山
積
す
る
諸
課
題
を
精
一
杯
闘
い
、

そ
し
て
全
て
の
諸
課
題
を
組
織
強
化
・
拡
大
に
結
実
し
て
い
く
こ
と
を
確
認
し
、
２
０
１
８
年
運
動
方
針
を
確
立
し
て
き
ま
し
た
。

　

同
時
に
、
通
年
の
取
り
組
み
と
し
て
い
る
以
下
の
「
労
働
条
件
に
関
す
る
協
約
」
改
訂
要
求
を
申
し
入
れ
る
こ
と
に
つ
い
て

も
確
認
を
し
て
き
ま
し
た
。
私
た
ち
の
こ
の
間
の
交
渉
を
通
じ
て
、
前
年
度
は
、「
乗
務
員
勤
務
制
度
の
改
正
」
で
の
稠
密
線
区

に
お
け
る
朝
食
時
間
拡
大
や
、「
賃
金
制
度
の
一
部
改
正
」
で
の
深
夜
早
朝
手
当
の
増
額
、
さ
ら
に
は
、
こ
の
間
女
性
部
が
求
め

て
い
た
制
服
の
見
直
し
が
、
２
０
２
０
年
に
向
け
て
改
善
さ
れ
る
等
、
部
分
的
で
は
あ
り
ま
す
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

組
合
未
加
入
社
員
の
増
加
の
中
で
、「
就
業
規
則
」
改
正
に
つ
な
が
る
「
労
働
条
件
に
関
す
る
協
約
」
改
訂
の
取
り
組
み
は
重

要
で
す
。

　

今
後
、
今
大
会
で
確
立
さ
れ
た
「
要
求
」
に
加
え
て
、「
付
帯
す
る
要
求
」
の
集
約
期
間
に
入
り
ま
す
。
各
職
場
か
ら
、
話
し

合
い
を
進
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
！

２
０
１
８
年
度「
労
働
条
件
に
関
す
る
協
約
」改
訂
要
求
を
提
出

　
今
後「
付
帯
要
求
」集
約
に
向
け
、
話
し
合
い
を
進
め
よ
う
!!

①

２
０
０
６
年
11
月
の
包
括
的
一
括
和
解
の
趣
旨
に
基
づ

き
、
具
体
的
諸
課
題
の
是
正
・
改
善
を
図
る
こ
と
は
も
と

よ
り
、
健
全
か
つ
正
常
な
労
使
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
。

会
社
は
和
解
の
趣
旨
を
ふ
ま
え
、
複
数
労
働
組
合
が
存
在

す
る
こ
と
を
認
め
、
公
平
・
公
正
な
人
事
・
労
務
管
理
に

徹
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
支
社
お
よ
び

職
場
末
端
ま
で
周
知
徹
底
を
そ
の
責
任
に
お
い
て
図
る
こ

と
。

こ
の
協
約
の
有
効
期
間
は
一
年
と
す
る
こ
と
。

２
０
１
８
年
労
働
条
件
改
善
要
求

１
．

２
．

３
．

任
用
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
基
本
要
求
に
沿
っ
て
労
使
協

議
の
事
項
と
し
、
公
正
・
厳
格
な
運
用
を
徹
底
す
る
こ
と
。

60
歳
定
年
制
を
見
直
し
、
65
歳
に
達
し
た
場
合
と
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
60
歳
以
降
に
つ
い
て
は
、
ど
の
時
点
に
お

い
て
退
職
し
て
も
定
年
退
職
と
見
な
す
こ
と
。

第
二
基
本
給
を
廃
止
す
る
こ
と
。

55
歳
以
上
の
社
員
に
対
し
て
の
定
期
昇
給
制
度
を
確
立
す

る
こ
と
。

業
務
上
災
害
に
か
か
わ
る
休
業
に
つ
い
て
は
、
解
雇
期
間

の
制
限
を
定
め
ず
、
雇
用
を
継
続
す
る
こ
と
。

  

制
度
に
関
す
る
要
求 

《 

具
体
的
要
求 

》

《 

基
本
的
要
求 

》

１
．

２
．

３
．

４
．

５
．

　

尚
、
例
年
「
労
働
条
件
に
関
す
る
協
約
改
訂
要
求
」
の
中
で
取
り
扱
っ
て
い
る
「
乗
務
員
勤
務
に
関
す
る
要
求
」
項
目
に
つ

い
て
は
、
現
在
会
社
よ
り
提
案
さ
れ
て
い
る
、「
乗
務
員
勤
務
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て
」
等
の
動
向
を
見
つ
つ
、
関
係
職
協

と
相
談
の
上
で
検
討
を
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

【 

付
帯
す
る
要
求
確
立
に
向
け
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

】

【
討
議
期
間
】　
２
０
１
８
年
10
月
末
日
ま
で
に
、
各
分
会
は
要
求
項
目
（
根
拠
も
添
え
て
）
を
地
方
本
部
に
提
出
す
る
こ
と
。

【
討
議
内
容
】　
今
号
に
記
載
の
「
２
０
１
８
年
度
労
働
条
件
に
関
す
る
協
約
改
訂
要
求
」
を
基
に
、
職
場
で
話
し
合
う
場
・
集

　
　
　
　
　
　

ま
る
場
を
設
定
し
、「
付
帯
す
る
要
求
」
の
集
約
を
図
る
こ
と
。
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職
制
の
職
務
内
容
、
職
制
の
改
廃
は
労
使
協
議
の
事
項
と

し
、
別
表
に
定
め
る
「
そ
の
他
上
長
の
指
示
す
る
業
務
」

は
削
除
す
る
こ
と
。

各
勤
務
種
別
の
細
部
の
取
り
扱
い
基
準
に
つ
い
て
も
、
団

体
交
渉
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
。

変
形
労
働
時
間
の
特
定

労
基
法
32
条
２
の
変
形
労
働
時
間
制
を
適
用
す
る
場
合

は
、「
特
定
」
の
趣
旨
を
尊
重
す
る
こ
と
。
ま
た
、
適
用

基
準
に
つ
い
て
は
団
体
交
渉
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
。

勤
務
の
予
定
・
確
定

確
定
後
の
勤
務
は
業
務
上
の
都
合
に
よ
っ
て
任
意
に
変
更

し
な
い
こ
と
。

休
日
等

①
協
約
第
66
条
３
の
規
定
に
基
づ
く
「
一
旦
指
定
し
た
勤
務

　

及
び
休
日
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
協
定
」
に
つ
い
て
は
、

　

労
基
法
第
32
条
２
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
見
直
す
こ
と
。

②
労
基
法
32
条
２
を
適
用
す
る
場
合
の
公
休
日
は
一
週
一

　

日
の
割
合
で
付
与
す
る
こ
と
。

③
公
休
日
に
つ
い
て
は
原
則
変
更
し
な
い
こ
と
。た
だ
し
、

　

や
む
を
得
ず
変
更
す
る
場
合
は
そ
の
基
準
に
つ
い
て
明

　

ら
か
に
す
る
こ
と
。

④
国
民
の
祝
日
に
勤
務
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
代
休
を
付

　

与
す
る
と
と
も
に
手
当
を
支
払
う
こ
と
。

⑤
協
約
第
61
条
に
規
定
す
る
特
定
４
週
間
を
跨
ぎ
出
向
発

　

令
す
る
場
合
は
、
当
該
期
間
内
に
公
休
日
が
４
日
指
定

　

で
き
る
よ
う
に
出
向
先
会
社
と
調
整
す
る
こ
と
。

年
間
所
定
労
働
時
間
を
１
８
０
０
時
間
に
短
縮
す
る
こ
と
。

現
行
の
「
標
準
人
員
」
を
「
必
要
人
員
」
と
改
め
、
各
職

場
に
お
け
る
「
必
要
人
員｣

を
下
回
る
こ
と
の
な
い
要
員

配
置
を
行
う
よ
う
各
支
社
及
び
各
職
場
に
周
知
徹
底
、
指

導
を
行
う
こ
と
。

長
時
間
・
過
密
労
働
の
未
然
防
止
策
に
つ
い
て
具
体
的
な

考
え
方
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

職
場
に
お
け
る
各
種
研
修
等
へ
の
参
加
に
伴
う
「
危
険
日

（
仮
称
）
３
日
間
」
を
設
け
、
非
稼
動
日
数
に
加
算
し
予

備
要
員
を
配
置
す
る
こ
と
。

「
出
張
」
に
つ
い
て
は
、
現
行
み
な
し
労
働
時
間
を
改
め
、

「
出
張｣

に
伴
う
往
復
の
時
間
も
労
働
時
間
と
し
て
取
り

扱
う
こ
と
。

モ
ニ
タ
ー
制
度
を
拡
大
し
、改
善
を
は
か
る
こ
と
。
ま
た
、

職
務
乗
車
証
の
乗
車
範
囲
を
在
来
線
自
由
席
ま
で
拡
充
す

る
こ
と
。

半
休
制
度
の
使
用
制
限
を
や
め
る
こ
と
。
ま
た
、
時
間
単

位
の
年
次
有
給
休
暇
制
度
を
新
設
す
る
こ
と
。

保
存
休
暇
及
び
忌
引
休
暇
に
つ
い
て
は
、
出
向
休
職
後
も

使
用
で
き
る
よ
う
、
関
係
規
則
を
改
定
す
る
こ
と
。

健
康
診
断
の
受
診
に
要
す
る
時
間
は
す
べ
て
労
働
時
間
と

す
る
こ
と
。

安
全
衛
生
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
則
り
、
事
業
所

ご
と
に
月
１
回
の
開
催
を
徹
底
す
る
こ
と
。
ま
た
、
協
議

内
容
の
周
知
を
徹
底
す
る
こ
と
。

産
業
医
・
衛
生
管
理
者
・
保
健
師
の
職
場
巡
回
に
つ
い
て

は
、
法
令
に
則
り
、
月
１
回
の
巡
回
を
徹
底
す
る
こ
と
。

ア
ス
ベ
ス
ト
健
康
管
理
手
帳
取
得
に
関
し
て
の
事
業
主
証

明
の
発
行
に
つ
い
て
は
、
Ｊ
Ｒ
発
足
以
降
に
ア
ス
ベ
ス
ト

作
業
も
し
く
は
ア
ス
ベ
ス
ト
を
含
有
し
た
機
器
等
の
検
修

に
携
わ
っ
て
い
た
場
合
は
、
旧
国
鉄
で
の
業
務
経
験
年
数

に
か
か
わ
ら
ず
、
最
終
曝
露
箇
所
で
あ
る
Ｊ
Ｒ
東
日
本
と

し
て
速
や
か
に
発
行
す
る
こ
と
。

都
市
手
当
に
つ
い
て

市
町
村
合
併
等
に
よ
り
行
政
区
分
の
変
更
等
が
あ
っ
た
場

合
は
、
新
た
な
区
分
に
よ
る
こ
と
。

各
等
級
で
の
増
額
を
図
る
こ
と
。

寒
冷
地
手
当
に
つ
い
て

物
価
等
の
経
済
状
況
に
見
合
っ
た
支
給
額
に
見
直
す
と
と

も
に
、そ
の
お
か
れ
て
い
る
状
況(

灯
油
の
注
文
期
間
等)

を
勘
案
し
、
８
月
１
日
現
在
の
在
勤
者
に
対
し
、
当
月
の

賃
金
支
給
日
に
支
払
う
こ
と
。

扶
養
者
の
消
失
等
に
よ
る
寒
冷
地
手
当
の
減
額
を
や
め
る

こ
と
。

通
勤
手
当
に
つ
い
て

通
勤
に
要
す
る
費
用
で
の
自
己
負
担
を
無
く
す
こ
と
。

駐
車
料
金
補
助
制
度
を
新
設
す
る
こ
と
。

自
動
車
等
で
通
勤
す
る
組
合
員
に
対
す
る
支
給
は
、
実
態

に
合
わ
せ
て
見
直
す
こ
と
。

職
務
手
当
に
つ
い
て

一
人
勤
務
駅
の
勤
務
者
に
対
し
、「
駅
務
駅
長
手
当
」
を

新
設
す
る
こ
と
。

駅
等
に
勤
務
す
る
者
の
う
ち
、「
前
ア
以
外
の
者
で
、
特

に
指
定
さ
れ
た
者
」
に
、
改
札
業
務
、
出
札
業
務
等
に
従

事
す
る
者
を
加
え
る
こ
と
。

特
殊
勤
務
手
当
に
つ
い
て

設
備
関
係
社
員
が
自
動
車
運
転
業
務
に
従
事
し
た
場
合

（
輸
送
障
害
発
生
時
に
お
け
る
自
動
車
運
転
業
務
を
含

む
）、「
業
務
用
自
動
車
運
転
手
当
」
を
新
設
す
る
こ
と
。

そ
の
他

第
４
３
５
条
で
の
家
財
運
送
料
に
つ
い
て
は
、
独
身
寮
と

独
身
寮
以
外
で
の
差
額
を
改
善
す
る
こ
と
。

所
有
住
宅
援
助
金
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
「
月
額
２
，

５
０
０
円
た
だ
し
、
新
築
ま
た
は
購
入
し
た
日
か
ら
５
年

を
経
過
す
る
ま
で
は
、
月
額
５
，
０
０
０
円
を
給
付
す
る
」

か
ら
、「
月
額
５
，
０
０
０
円
、
月
額
１
０
，
０
０
０
円
」

に
増
額
す
る
こ
と
。
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手
当
に
関
す
る
要
求 


